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ハラスメント事案検証特別委員会設置に関する決議 

 

 

本議会は、ハラスメント事案検証特別委員会を設置するものとする。 

以上、決議する。 

 

令和５年１２月２１日 

 

愛知県愛知郡東郷町議会 

 

理 由 

 

 令和５年１１月９日頃、東郷町役場職員から東郷町議会議員の全員へ送られた

「井俣憲治町長からのハラスメントの疑いのある行為及びその対策に関するアンケ

－ト調査」の結果が届いた。 

それから令和５年１２月２０日までの間、全員協議会等において、議員全員で協

議した結果、現在に至っている。 

それを踏まえた結果、本議会が早期に事態の収束と再発防止のための検討をする

場を設けるため、本委員会を設置することと判断した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


